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要約

東日本大震災（平成 23 年）での課題をふまえ、平成 28 年熊本地震（以下、熊本地震）（平成 28 年）では、熊本県

歯科医師会（以下、熊本県歯）会員とともに県外チームの派遣も受けての歯科保健医療支援活動が行われた。南阿蘇地

区では、本震直後から阿蘇地区災害医療復興連絡会議（ADRO: Aso Disaster Recovery Organization）の指揮のもとに、

DMAT（災害派遣医療チーム）、保健師、JMAT（日本医師会災害医療チーム）、薬剤師らのチームが活動を行い、地元の熊

本県歯会員もその会議に参加していたが、本震 1 週間後の 4 月 23 日より県外歯科チームも加わり、JRAT（大規模災害

リハビリテーション支援関連団体協議会）、JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）らと多職種連携による支援活動を

展開した。歯科チームは統一された標準アセスメント票を災害現場では初めて運用したことによって、避難所のみなら

ず介護施設からも迅速な情報収集を行うことができた。その迅速な全体評価の結果に基づく支援計画を南阿蘇村 ･高森

医療救護対策本部会議（以下、災害対策本部会議）で情報共有したことにより、口腔ケアや歯科保健指導を個別に頻回

に行うだけでなく、高齢者や障がい者などの災害時要配慮者の摂食嚥下障害にも対応した適切な食事を提供することが

できたと考えられた。

結果的に、同村での派遣期間中（4月 23日～ 5月 22日）の誤嚥性肺炎による入院は1件のみであり、また発災後半年（10

月 14 日）時点で肺炎による災害関連死の認定はなかった。また支援チーム撤退後は、特定された 11 名に対して作成さ

れた治療計画やリハビリプランに基づき、地元歯科医師により支援が継続された。

こうして、熊本地震後の南阿蘇地区では、口腔機能支援活動を多職種が連携した「食べる」支援活動の一環として災

害時要配慮者が入居する介護施設等も含めて実施し、効果的であったと考えられた。 この経験からは、災害時のみな

らず平時の地域包括ケアにおける口腔機能支援と食支援体制の確立が重要と考えられた。

キーワード：歯科保健医療支援活動、災害時要配慮者、誤嚥性肺炎、介護施設、「食べる」支援活動

1．はじめに

東日本大震災では発災 1 か月後から厚生労働省派遣に

よる歯科医療保健支援活動が開始されたが、介護施設

に入居していた高齢者や施設や自宅に避難していた障

がい者などの災害時要配慮者への支援が後手に回った 1）

との課題をふまえ、熊本地震では 4 月 14 日の前震およ

び 16 日の本震の後、避難所へ支援物資を持参するなど

していた熊本県歯会員とともに、本震発災 1 週間後から
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県外チームの派遣も受けての歯科保健医療支援活動が行

われた 2)。南阿蘇地区では、本震直後から阿蘇地区災害

保健医療復興連絡会議の指揮のもとに、DMAT、保健師、

JMAT、薬剤師らのチームが支援活動を行い、地元の熊本

県歯会員もその会議に参加していたが、本震 1週間後の

23 日より県外歯科チームも加わり、JRAT、 JDA-DAT らと

多職種連携による支援活動を展開した。（図 1）

本稿の目的は、熊本地震後の南阿蘇地区において、4

月 23 日～ 5 月 22 日にかけて行われた口腔機能支援活動、

および多職種と連携した「食べる」支援活動を報告する

ことである。

2．南阿蘇地区の基本情報および被災状況について

2-1）人口など

南阿蘇村は人口約 11,600 人 ､ 4,744 世帯 ､ 高齢化

率約 35%、隣接する高森町は人口約 6740 人、2866 世帯、

高齢化率約 39％であった。

2-2）発災前の歯科医療提供体制

外来歯科診療については南阿蘇村の 5 歯科診療所と高

森町の 2歯科診療所が担い ､また介護施設等への訪問歯

科診療については同地区のそれぞれの歯科診療所ととも

に隣接する阿蘇市からの 1歯科診療所が担っていた ｡

2-3）地震による被害概要

平成 28 年 4 月 14 日の前震と 4 月 16 日の本震によっ

て、南阿蘇村においてもそれぞれ震度 5弱及び 6強の強

震が襲い、村外に通じるインフラが甚大な被害を被った

ために孤立状態となった ｡4 月 17 日現在、死亡者 15 名、

行方不明者 2 名、被害家屋は 1,000 棟以上、避難所数は

18 ( 白水地区 5､ 久木野地区 6､ 長陽地区 7)、避難者数

は 2,300 人 ( 白水地区 500 人 ､ 久木野地区 500 人 ､ 長

陽地区 1300 人 ) であった。インフラ状況としては、土

砂災害による阿蘇大橋崩落や俵山トンネルの崩落をはじ

め、道路損壊などで通行止め箇所が多数あり、なかでも

阿蘇大橋付近の長陽地区と立野地区がより甚大な被害を

被っていた。また水道は一部断水（約 1,400 件）し、電

気は電源車と通常送電により概ね復旧したという状態で

あった。

高森町でも、4 月 14 日の前震で震度 5 弱を、16 日の

本震では震度 5 強を観測し、最も多い時では避難所数

14、避難者数は約 1,800 人、この他にも多くの方が車中

に避難したが、水道、電気共に 5 日後の 21 日には復旧

していた。 

 

3．口腔機能支援チームについて

3-1）派遣体制と派遣期間、人員構成および支援活動時

の体制

歯科チームは熊本県から厚生労働省への支援要請を受

け、厚生労働省から日本歯科医師会、そして日本歯科医

師会から九州地区連合歯科医師会へ歯科保健医療支援

の派遣者の調整依頼があり、南阿蘇地区には九州地区

連合歯科医師会の幹事県である福岡県歯科医師会（以

下、福岡県歯）が中心となって、大分県、宮崎県の各県

歯科医師会と歯科衛生士会、および九州大学（以下、九

大）、九州歯科大学（以下、九歯大）、福岡歯科大学（以

下、福歯大）から歯科チームが派遣された。（図 2）

図 1　南阿蘇村 ･高森医療救護対策本部会議　組織図
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派遣期間は 4 月 23 日～ 5 月 22 日の約 1 か月間で、そ

れぞれ原則 7 泊 8 日交代の 4 班 10 チームが派遣された。

各班は原則 1 班 2 チームとし、その人員構成は、歯科医

師会と歯科衛生士会チーム（歯科医師 2名、歯科衛生士

2 名）と大学チーム（歯科医師 2 名、歯科衛生士 2 名）

の合同とした。ただし、あらかじめ予想される状況や現

場でのアセスメントに基づく支援計画の立案と修正に

よって、臨機応変に各班のチーム数および各チームの人

員を調整した。例えば、4 月 23 日に南阿蘇地区入りし

た第 1 班先発隊（福岡県歯、九大、九歯大の 3 チーム）

は迅速なアセスメントを行うために、歯科医師 9名、歯

科衛生士2名の人員配置とした。このうち九大チーム（歯

科医師 4 名、歯科衛生士 2 名）は 1 泊 2 日の日程でアセ

スメントを実施して後続の福歯大チーム（歯科医師 2名、

歯科衛生士 2 名）に引き継いだ。また同じく第 1 班先発

隊であった九歯大チーム（歯科医師 1名）はアセスメン

ト実施後も継続して滞在し 5 泊 6 日の日程で活動した。

（表 1）

図 2　熊本地震後の南阿蘇地区における歯科支援派遣体制

表 1　歯科支援の派遣期間および人員構成
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支援活動時の体制としては、避難所は主に歯科医師会

チームが、また介護施設の入居者や在宅避難している障

がい者などの災害時要配慮者などは主に大学チームが担

当した。

3-2）活動方針とミッション

4 月 23 日の支援チーム到着時に、本震発災直後から

災害対策本部会議に参加していた現地の熊本県歯会員か

ら選出された現地歯科コーディネーターから ｢ 南阿蘇

地区歯科支援活動の基本方針 ( 歯科支援チーム行動方

針 )｣ が示され、その指揮下で南阿蘇地区の熊本県歯会

員とともに歯科支援活動を実施した 3）｡（表 2）

南阿蘇地区の熊本県歯会員は災害対策本部会議に参加

したり、歯科支援チームと地元の介護施設との連絡調整

をしたり、また可能な時には歯科支援活動にも参加した

りしつつ、一方では被災した診療所業務の再開を急いだ。

またその間に歯科支援チームは各班ごとにミッションを

掲げ、それぞれの災害ステージに求められる状況に応じ

て対応した 3）～ 6）。（表 3）

3-3）避難所等の集団および個人のアセスメント方法

（1）評価者と対象者および支援方法

東日本大震災以降に統一されたアセスメント方法に従

い、統一アセスメント票を使用した 7）。保健所支援歯科

医師が実施していた「レベル 1 避難所等アセスメント

（避難所等の全体評価）」（以下、全体集団アセスメント）

を引継ぎ、「避難所等歯科口腔保健 標準アセスメント

票（レベル 2）日本歯科医師会統一版」（平成 26 年に日

本歯科医師会が全国統一版として採用）を用いた ｢レベ

ル2口腔アセスメント (歯科専門職による集団的評価)｣

（以下、歯科集団アセスメント）、および ｢ レベル 3 口腔

アセスメント ( 歯科専門職による個別的評価 )｣（以下、

歯科個別アセスメント）を行った。評価者は、南阿蘇地

区に災害救助法に基づき派遣された歯科医師、歯科衛生

士（のべ 55 名）と地域の歯科保健医療関係者で、対象

は（1）- ①南阿蘇地区の指定および福祉避難所計 12 か

所（総数約 1,270 名）、（1）-②高齢者介護施設 17 か所

（同約 380 名）、（1）- ③在宅避難 1 名、（1）- ④車中泊

表 2　南阿蘇地区歯科支援活動の基本方針（歯科支援チーム行動方針）

表 3　南阿蘇地区歯科支援活動のミッション

- 72 -



50 名などであった 3）。 

また、避難所および介護施設に対する支援方法を決定

し、いずれも支援終了後は地元医療機関への紹介や協力

歯科医への引き継ぎを行って、地元と切れ目なく連携し

た 3）。（表 4）

（2）支援活動内容内訳

今回の支援活動全体では、摂食嚥下評価 69 件、歯科

治療 46 件のほか、口腔ケア 252 件、嚥下リハビリ 12 件、

摂食指導 25 件などを実施した。（図 3）

4／各班における支援活動について

4-1）第 1班（4月 23 日～ 5月 1日）の活動

（1）第 1 班の活動成果は、災害急性期での混沌とした

状況下で、（1）- ①統一標準アセスメント票を運用して、

歯科専門職による迅速な全体評価を行ったこと、（1）-

②災害時要配慮者対策として、避難所とあわせて介護施

設に対しても、迅速評価と歯科支援を行ったこと、（1）

- ③支援チームの活動目的や活動目標を明確化し、行動

計画の決定、アセスメント票などの書類の記入・保管方

法を統一するなどの支援体制作りを行ったこと、である
3）。（図 5）

（2）4 月 22 日には保健所支援歯科医師が全体集団ア

セスメントを実施し、避難所のニーズの中に歯科ニーズ

があることを災害対策本部会議で報告していた。

4 月 23 日、第 1 班先発隊が現地入りし ､ 災害対策本

部にて ､ 地元歯科コーディネーターから避難所の場所

や避難者数の概要と ｢ 南阿蘇村歯科支援活動の基本方

針 ( 歯科支援チーム行動方針 )｣ について説明を受けた

表 4　南阿蘇地区歯科支援活動における支援手順

図 3　南阿蘇地区における歯科支援活動実績
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｡ またその後の歯科支援チームが地元歯科コーディネー

ターの指揮下で活動することを確認しあった ｡以後、歯

科支援チームは ､ 毎日 2回 (9 時 ､ 16 時 ) 本部で開催

される対策本部会議に必ず出席して、多職種との連携を

図りながら任務を遂行した ｡災害対策本部会議では、感

染対策チームから避難所等でのノロウイルスやインフル

エンザの感染状況や環境衛生の情報などについての報告

が、また JMAT や日赤（日本赤十字社）チーム、国境な

き医師団チームなどから外傷や体調不良さらには持病を

持つ被災者への救護情報などについての報告があり、そ

の他、心のケアチーム、JRAT などととも情報共有を行っ

た。

4 月 24 日、保健所支援歯科医師から全体集団アセス

メントの結果について説明を受け、また 地元歯科コー

ディネーターと地元歯科医師からは、再度、発災から歯

科支援チームが到着するまでの南阿蘇村の状況と災害対

策本部会議での多職種チームの活動状況について説明を

受けた ｡ この内容をふまえ ､ 午後からは ､ まず保健所

支援歯科医師の同行下で 1避難所において歯科集団アセ

スメントを実施して歯科支援チーム全員のアセスメント

の手順やその判断基準を統一し、その後は歯科支援チー

ムのみによる歯科集団アセスメントを行うことで、最終

的に12避難所 (避難者総数902人 ) と 1介護施設 (避

難者総数 72 名 ) に対して歯科集団アセスメントを実施

し、地元歯科コーディネーターと地元歯科医師および保

健所支援歯科医師から歯科支援チームへの引き継ぎが完

了した ｡ またその結果を SA（最重要対応）､ A（重要）

､ B（注意）､ C（観察）の区分でトリアージを実施して

､ 翌日以降に歯科個別アセスメントを行い ､必要に応じ

て歯科治療 ､ 口腔ケアなどの歯科支援へと進む予定と

した 3）｡ また、現地到着前にあらかじめ SNS で「孤立」

と情報を得ていた介護施設も含め、知人から提供を受け

た同地区の施設一覧を検索して、過去の災害において肺

炎入院患者の死亡率が高かったとされた介護施設に対し

ても迅速に介入し SA( 最重要対応 ) に分類した。また同

日の時点でノロウィルスが発生していた避難所およびイ

ンフルエンザ患者が発生していた避難所についても SA

（最重要対応）に分類した ｡ また同日に福歯大チームが

合流し ､主に災害時要配慮者に対して、介護施設入居者

の歯科個別アセスメントと口腔ケアだけでなく ､ 摂食

嚥下機能に問題のある高齢者・障がい者の歯科個別アセ

スメントおよび嚥下機能評価・指導さらには栄養評価を

行った ｡ 特に現地入り当初 ､ ｢ 断水 ､ 停電 ､ 職員疲弊

｣ という危機的状況であった介護施設に関しては ､ 施

設職員による口腔ケア体制の再構築を支援すると同時に、

まずは経管栄養および誤嚥性肺炎のリスクの高い入居者

に対して歯科支援チームによる専門的口腔ケアを毎日実

施し ､次週以降は専門的口腔ケアの実施回数を週２日に

減らしていきつつ ､ 徐々に本来の施設職員による毎日の

口腔ケア体制と地元歯科担当医による訪問歯科診療体制

の復旧整備までつなげていく方針を立てた 3）｡

以後 ､ 避難所に加え、村内に存在する 12 介護施設 ､ 

40 か所あまりの公民館・集会所 ､ 保育所等へも情報を

入手次第歯科集団アセスメントを行い、その結果に基づ

く歯科支援活動を実施した。具体的には、（2）-①摂食・

嚥下障害があり胃瘻や経管栄養の高齢者（9 人）への口

腔ケア、（2）- ② 4 月 26 日から、JMAT からの依頼によ

り、JRAT に同行して介護施設において JRAT の医師およ

び ST と協働しミールラウンド、摂食嚥下評価・指導、（2）

- ③ 4 月 27 日から JDA-DAT と災害時 NST（栄養サポート

チーム）結成準備の会議に参加し、とろみ剤や糖尿病食・

腎臓病食の確保、（2）-④重度障がい者の摂食嚥下評価・

指導、（2）- ⑤口腔ケアを地元の歯科医院職員への指導

などであった。さらに ､ 隣りの高森町の 3 介護施設に

対する支援の要望が上がったため ､施設や協力歯科医と

連携しつつ歯科集団アセスメントを行い、その結果に基

づく歯科支援活動を実施した。

4-2）第 2班（5月 1日～ 8日）の活動

（1）第 2 班の活動成果は、（1）- ①災害急性期から慢

性期において、応急歯科診療や口腔ケアやリハビリテー

ションを中心とした活動を展開したこと、（1）- ②地元

多職種との連携を強化し、JRAT などと災害時リハビリ

テーションにおいて協働し、また介護施設での支援を通

じて地元保健医療関係者と連携を行ったこと、である 4）。

（図 5）

（2）急性期から慢性期への移行期となるため、（2）-

①被災者の方々にできるだけストレスを与えないこと、

（2）- ②誤嚥性肺炎のリスクが高まらないようにするこ

と、を念頭に活動した。第 1 班から引き継いだ歯科集

団アセスメントを 1 介護施設 5 人と車中泊者 5人、歯科

個別アセスメントを 3 避難所と 9 介護施設で計 55 人に

対して実施して、その結果に基づいて物資及び環境整備

42 か所を行ったほか、第 1 班では介入を見送った 1 避

難所に対しては歯科個別アセスメント ､歯科処置 ､ 口腔

ケア ､保健指導 ､物資環境整備などを行った。

（3）この第 2 班では、（3）- ①感染対策医師との意見

交換、（3）- ②日赤チームとの連携、（3）- ③避難所集

団指導にむけての JRAT､DPAT（災害派遣精神医療チーム）

､ 保健師 ､ 栄養士等との協議、（3）- ④ JRAT が開始した

集団リハビリ指導と協働し口腔機能支援チームによる口

腔ケア指導を実施するなど、多職種連携が強化された。

また地元歯科医師の要望で介護施設職員に対する実技研

修も実施した 4）。

4-3）第 3班（5月 8日～ 15 日）の活動

（1）第 3 班の活動成果は、地元歯科医療資源の回復と

もに、（1）- ①災害慢性期での口腔ケアや摂食嚥下リハ

ビリテーション、および JRAT らと協力してリハビリテー

ションサロンでの協働活動を充実させたこと、（1）- ②

支援の撤退を見据えて、地元の要望に沿いつつ、地域医

療へ繋ぐ支援へと転換したこと、である 5）。（図 5）

（2）主に 3 チームに分かれて、(2)- ①集団リハビリ

テーションチームは、それぞれの避難所で集団に対して

JRAT と協働してリハビリテーションを実施し、歯科衛

生士が“パタカラ”や“あいうべ”体操などを行い、ST

（言語聴覚士）が嚥下指導などを行った。（2）- ②介護

施設巡回チームは、誤嚥性肺炎のリスクの高い災害時要

配慮者が入居する介護施設を高齢者歯科専門の歯科医師

と ST および歯科衛生士が巡回フォローし、（2）- ③避

難所巡回チームは、避難所の歯科医療ニーズのアセスメ

ントや口腔ケア ､応急処置を行いつつ、誤嚥性肺炎のリ

スクの高いケースや ､嚥下評価の必要なケースは介護施

設巡回チームへ情報を提供した ｡また避難所への口腔衛

生用品の提供補充なども行った ｡また支援チーム撤収後

の地元資源による歯科支援活動は長期化することが予測

され ､継続的支援活動の質を保ちつつ地元資源の疲弊を

防止するための仕組みづくりが必要とされた。そこで、

地元歯科コーディネーターからの要望に基づいて、継続

介入が必要な誤嚥性肺炎のハイリスク者を特定し地元歯

科関係者および介護施設職員などに繋ぐため継続的に評

価をして記載していける用紙（以下、継続評価用紙）を
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､ 大学の歯科医師が中心となって作成した ｡ この継続

評価用紙を運用し ､ その結果を地元のかかりつけ歯科

医に説明するなど、地元への引き継ぎ準備を開始した ｡ 

この班では ､ 同じ“食べる”という分野で活動する ST

が宮崎県 JRAT から派遣され、歯科医師および歯科衛生

士が協働で支援活動を行った ｡摂食嚥下の専門家である

ST は ､ 集団リハビリテーション活動の場でも誤嚥性肺

炎のリスクの高いケースなどへの支援活動においても存

在感を発揮した 5）。

4-4）第 4班（5月 15 日～ 22 日）の活動

（1）第 4 班の活動成果は、（1）- ①地元の要望や方向

性に合う引き継ぎ方法を提案し、（1）- ②支援から日

常へと ､ 地元資源による継続的歯科支援活動に向けて、

引き継ぎと環境整備を行ったこと、である 6）。（図 5）

（2）3 班と同じく介護施設巡回チームと避難所巡回

チームとに分かれて活動し、歯科支援活動の主体を歯科

支援チームから地元歯科診療所へ移行するための支援か

ら自立へ向けたソフトランディングについて ､（2）- ①

5 月 22 日での歯科支援チーム完全撤退を各施設と避難

所等に告知、（2）- ②診療を再開しはじめた地元歯科診

療所情報 ( 住所 ､ 電話番号等 ) を記載したポスターの

掲示、（2）- ③最終的な物資支援の実施など、各種引き

継ぎ作業を実施した ｡また ､在宅などで日々の口腔ケア

が必要であるが種々の理由で十分な歯科的支援を受ける

ことが困難な災害時要配慮者に対しては ､家族に口腔ケ

アやリハビリテーションの方法を指導した ｡また試案し

た継続評価用紙で最終的に特定された 11 名の誤嚥性肺

炎のハイリスク者に対し治療計画やリハビリプランを作

成した後 ､地元歯科関係者および介護施設職員などによ

る継続評価用紙を用いた歯科支援活動に繋げた 7）｡ この

ような作業の最終的な引き継ぎとして ､歯科支援チーム

の完全撤退後も南阿蘇地区の地元歯科診療所による歯科

医療が受けられるように ､地元歯科コーディネーターへ

引き継いだ。

（3）歯科支援チームが撤収する当日には ､ 1 か月に及

んだ歯科支援活動について歯科支援チームと地元歯科医

師・歯科衛生士による検討会を行った。この会議におい

て ､ ｢ 迅速な介入 ｣ と ｢ 適切な引き継ぎ ｣ がなされた

理由として（3）- ①地元の医師と歯科医師の連携、（3）

-②地元歯科コーディネーターの存在、(3)- ③施設等の

｢ 協力歯科医 ｣ の存在、（3）- ④ ｢ 全体集団アセスメン

ト ｣「歯科集団アセスメント」のための統一された標準

アセスメント票の運用（歯科個別アセスメントについて

は現在のところ仮書式を準用中）、（3）- ⑤継続評価用

紙の試案と運用 、が挙げられた 6）。

また結果的に、支援活動全体の成果としては、南阿蘇

地区での派遣期間中（4 月 23 日～ 5 月 22 日）の誤嚥性

肺炎による入院は 1 件のみであり、発災後半年（10 月

14 日）時点で肺炎による災害関連死の認定はなかった

こと、である。

また支援チーム撤退後は、特定された 11 名に対して

作成された治療計画やリハビリプランに基づき、地元歯

科医師により継続評価用紙を用いた支援活動が継続され

た 8）。

5．今回の経験からの提言

5-1）平時の地域包括ケアにおける口腔機能支援と食支

援体制を確立し、災害時に生かす

平時より、摂食・嚥下障がい者へのリハビリテーショ

ンや食支援においては、多職種連携でのアプローチが重

要である。一方で災害時要配慮者の把握と連絡、医師・

看護師・栄養士らとの連携などの問題点も指摘されてお

り、災害時に生じる問題に対しても多職種で連携できる

体制が必要とされている 9）。南阿蘇地区の現地歯科コー

ディネーターによると、熊本地震における同地区での歯

科支援活動の特徴について、1）- ①同地区の地域包括

ケアにおける発災前からの多職種連携による口腔機能支

援と食支援体制の確立、1）- ②熊本地震での南阿蘇地

区の状況における環境要因と、人的要因、また支援側の

要因などを挙げている 8）。（表 5）

表 5　南阿蘇地区における歯科支援活動の特徴
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すなわち、南阿蘇地区では平時からの地域包括ケアの

枠組みの確立が大きな基礎となり、地元歯科コーディ

ネーターに引き続き支援チームも災害対策本部会議に参

加したことで、従来の課題であった災害歯科支援におけ

る多職種連携のもとでの歯科支援を実施できたものと考

えられる ｡ また歯科支援チームが同地区の施設等で支

援を実施する際には地元歯科医師らが歯科支援チームと

介護施設との間の連絡調整にあたり 4）、平時における地

元の地域包括ケアで確立された体制が生かされたように

感じられた ｡

5-2）口腔機能支援活動を、多職種が連携した「食べる」

支援活動の一環として実施する

足立らによると、災害時の避難所肺炎の成因は、口腔

ケアの不備による口腔内細菌の増加や、災害による服薬・

食事療法困難による糖尿病・高血圧の悪化に脱水・スト

レスが加わり、無症候性脳梗塞の発症・憎悪により（不

顕性）誤嚥がおこり、さらにこれに、義歯紛失・義歯不

調、摂取困難な食事、生活不活発病などの廃用性萎縮な

どにより免疫力低下と低栄養に陥ることで発症すると言

われている 10）。阪神・淡路大震災では災害関連死の約

四分の一（24％）を肺炎が占め、その多くは誤嚥性肺炎

ではないかと推測された 10）が、その教訓を生かし、中

越地震では避難所や仮設住宅等において、歯科保健医療

関係者が連携して、組織的に中長期的な歯科保健医療支

援活動が行われ、結果的に関連死に占める肺炎の割合は

約 15％であった。しかし、その流れを打ち砕くかのご

とく甚大な被害をもたらした東日本大震災時の気仙沼市

では、内科入院病床をもつ 3 施設における 18 歳以上の

市中肺炎による入院および死亡の平均週別発生率が震災

発災 2週間後に最大の増加をし、さらにその肺炎の死亡

率は、避難所からの入院患者では 10％であったことに

比較して、介護施設からの入院患者では 45％との報告

があった 11）。

これらをふまえ、熊本地震後の熊本県内被災地では、

東日本大震災以降に統一された標準アセスメント票を災

害現場で初めて運用 12）し、南阿蘇地区では本震 1 週間

後から迅速な情報収集を指定・福祉避難所に加えて介護

施設や在宅・車中泊の避難者等からも行うことができた

8）。その迅速な全体評価の結果に基づく支援計画を災害

対策本部会議で情報共有したことにより、口腔ケアや歯

科保健指導を個別に頻回に行うだけでなく、多職種との

協働により災害関連疾患の発生を防ぎ、高齢者や障がい

者などの災害時要配慮者の摂食嚥下障害にも対応した適

切な食事を提供することができたと考えられた。

今後は私たちも平時から多職種が連携し「食べる」支

援活動の一環として口腔機能支援を実施し、各地域での

地域包括ケアの枠組みの一助となることを目指していき

たいと考えている。

6．おわりに

熊本地震後の南阿蘇地区では、口腔感染症予防を通じ

た誤嚥性肺炎予防も目的とした口腔機能支援活動を、多

職種が連携した「食べる」支援活動の一環として災害時

要配慮者が入居する介護施設等も含めて実施し、効果的

であったと考えられた。この経験からは、災害時のみな

らず平時の地域包括ケアにおける多職種連携での口腔ケ

アなどの口腔機能支援と食支援体制の確立が重要と考え

られた。
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